
真宗大谷派宗憲 

（一九八一年六月十一日宗達第三号） 

改正 一九八六・三・一一宗憲公示一 

 宗祖親鸞聖人は、顕浄土真実教行証文類を撰述して、真実の教たる佛説無量寿経により、

阿弥陀如来の本願名号を行信する願生浄土の道が、人類平等の救いを全うする普遍の大道

であることを開顕された。 

 宗祖聖人の滅後、遺弟あい図って大谷の祖廟を建立して聖人の影像を安置し、ここにあ

い集うて今現在説法したもう聖人に対面して聞法求道に励んだ。これが本願寺の濫觴であ

り、ここに集うた人びとが、やがて聞法者の交わりを生み出していった。これがわが宗門

の原形である。 

 したがって、この宗門は、本願寺を真宗本廟と敬仰する聞法者の歓喜と謝念とによって

伝承護持されてきたのであり、宗祖聖人の血統を継ぐ本願寺歴代は、聖人の門弟の負託に

応えて本廟留守の重任に当られた。中興蓮如上人もまた、自ら大谷本願寺御影堂留守職と

して、専ら御同朋御同行の交わりの中において立教開宗の本義を闡明して、真宗再興を成

し遂げられたのである。 

 爾来、宗門は長い歴史を通して幾多の変遷を重ねるうちには、その本義が見失われる危

機を経てきたが、わが宗門の至純なる伝統は、教法の象徴たる宗祖聖人の真影を帰依処と

して教法を聞信し、教法に生きる同朋の力によって保持されてきたのである。 

 このような永遠普遍の教法と宗門固有の伝統に立ち、宗門運営の根幹として次のことを

確認する。 

第一に、すべて宗門に属する者は、常に自信教人信の誠を尽くし、同朋社会の顕現に努め

る。 

第二に、宗祖聖人の真影を安置する真宗本廟は、宗門に属するすべての人の帰依処である

から、宗門人はひとしく宗門と一体としてこれを崇敬護持する。 

第三に、この宗門の運営は、何人の専横専断をも許さず、あまねく同朋の公議公論に基づ

いて行う。 

 わが宗門は、この基本精神に立脚し、かつ同朋の総意に基づくこの宗憲に則り、立教開

宗の精神と宗門存立の本義を現代に顕現し、宗門が荷負する大いなる使命を果すことを誓

う。 

第一章 総則 

（名称） 

第一条 この宗門は、真宗大谷派（以下「本派」という。）と称する。 

（目的） 

第二条 本派は、宗祖親鸞聖人の立教開宗の精神に則り、教法を宣布し、儀式を執行し、

その他教化に必要な事業を行い、もって同朋社会を実現することを目的とする。 

（組織） 



第三条 本派は、真宗本廟を中心として、僧侶、門徒、寺院、教会その他の所属団体を統

合する宗門である。 

（事務所） 

第四条 本派の事務所は、真宗大谷派宗務所と称し、京都府京都市下京区烏丸通七条上ル

常葉町七百五十四番地に置く。 

（最高規範） 

第五条 この宗憲は、本派の最高規範であって、この規定に反する規則、条例、達令及び

宗務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

2 本派に属する個人、団体及び機関は、この宗憲を尊重し、遵守する義務を負う。 

（宗務の定義） 

第六条 この宗憲において「宗務」とは、本派が第二条の目的を達成するために行うすべ

ての業務、事業及び事務をいう。 

（宗教法人） 

第七条 本派は、宗教法人法による宗教法人とする。 

第二章 教義及び儀式 

（教義） 

第八条 本派の教義は、宗祖親鸞聖人が、佛説無量寿経に基づいて、顕浄土真実教行証文

類を撰述して開顕した本願の名号を体とする往還二種廻向を要旨とする。 

（本尊） 

第九条 本派は、阿弥陀如来一佛を本尊とする。 

（安置する影像） 

第十条 本派は、正法弘通の恩徳を謝するため、宗祖聖人、聖徳太子、七高僧及び歴代門

首の影像を安置する。 

（正依の聖教） 

第十一条 本派正依の聖教は、次のとおりである。 

一 浄土三部経 

  佛説無量寿経   曹魏康僧鎧訳 

  佛説観無量寿経 劉宋彊良耶舎訳 

  佛説阿弥陀経  姚秦鳩摩羅什訳 

二 七高僧論釈章疏 

  十住毘婆娑論易行品   龍樹造 

  十二礼         龍樹造 

  浄土論         天親造 

  浄土論註        曇鸞撰 

  讃阿弥陀佛偈      曇鸞撰 

  安楽集         道綽撰 



  観無量寿経疏      善導撰 

  往生礼讃        善導撰 

  法事讃         善導撰 

  般舟讃         善導撰 

  観念法門        善導撰 

  往生要集        源信撰 

  選択本願念佛集     源空撰 

三 宗祖聖人撰述 

  顕浄土真実教行証文類 

  浄土文類聚鈔 

  愚禿鈔 

  入出二門偈 

  浄土三経往生文類 

  如来二種回向文 

  尊号真像銘文 

  一念多念文意 

  唯信鈔文意 

  浄土和讃 

  高僧和讃 

  正像末和讃 

（儀式） 

第十二条 本派の儀式の主なものは、次のとおりである。 

一 法要式 

二 得度式 

三 帰敬式 

2 法要式は、佛祖を礼拝し、所依の聖教を読誦し、佛徳を讃嘆して報恩の誠を尽くす儀式

である。 

3 得度式は、本派の僧侶となる儀式であって、御影堂において門首がこれを行う。 

4 帰敬式は、本派に帰依の誠を表わす儀式であって、門首がこれを行う。ただし、住職及

び教会主管者は、門徒の希望により、これを行うことができる。 

5 儀式に関する重要な事項は、条例でこれを定める。 

第三章 真宗本廟 

（真宗本廟） 

第十三条 真宗本廟は、宗祖聖人の真影を安置する御影堂及び阿弥陀堂を中心とする聖域

であって、本願寺とも称し、本派の崇敬の中心、教法宣布の根本道場である。 

2 真宗本廟は、すべての寺院及び教会の本山とし、本派に属するすべての個人及び団体は、



これを崇敬護持しなければならない。 

（大谷祖廟） 

第十四条 大谷祖廟は、宗祖聖人墳墓の地であって、本派に属する者は、これを敬仰護持

しなければならない。 

第四章 門首 

（門首の地位） 

第十五条 門首は、本派の僧侶及び門徒を代表して、真宗本廟の宗祖聖人真影の給仕並び

に佛祖の崇敬に任ずる。 

2 門首は、僧侶及び門徒の首位にあって、同朋とともに真宗の教法を聞信する。 

（地位の継承） 

第十六条 門首の地位の継承は、宗会の議決した内事章範の定めるところによる。 

（門首の宗務に関する行為） 

第十七条 門首は、内局の進達により、次の事項を行う。 

一 本尊、名号、影像及び法名を授与すること。 

二 儀式を主宰すること。 

三 得度式及び帰敬式を行うこと。 

四 宗会による宗務総長の指名を認証すること。 

五 内局による審問院長の指名を認証すること。 

六 宗憲改正を公示すること。 

七 宗会招集の達示を発すること。 

八 宗議会解散の達示を発すること。 

九 褒賞を授与すること。 

十 懲戒に処せられた者の減免及び復権を認証すること。 

（門首の行為と内局の進達） 

第十八条 門首が、宗務に関する行為を行うときは、すべて内局の進達を必要とし、内局

がその責任を負う。 

2 門首は、前項の進達事項を拒み、又はこれに干渉することができない。 

3 門首が、第一項の進達によらないで行った宗務に関する行為は、効力を有しない。 

4 門首が、第二項に違反して宗務に関する行為をしないときは、その事項について、内局

は臨時にこれを代行することができる。 

（門首の権能の限界） 

第十九条 門首は、第十七条に定める宗務のほか、宗務執行に関する権能を有しない。 

（解釈規定） 

第二十条 第十七条の規定は、内局の進達に対する門首の拒否又は干渉によって、進達さ

れた事項の効力の発生が妨げられるものと解してはならない。 

（門首の代行） 



第二十一条 門首が欠けすみやかに継承者を決定し難いとき、又は門首が未成年であると

き、若しくは門首が病気、旅行その他の事由により、この宗憲で定める事項を行えないと

きは、参与会及び常務会において選定された者が、門首の職務のすべてを代行する。 

2 門首が、この宗憲で定める事項を行わないために宗務の執行が妨げられる場合、若しく

は第十八条第一項の規定に反して行った行為により、宗務執行に支障を生じた場合も前項

と同様とする。 

3 門首の代行に関する事項は、条例でこれを定める。 

第五章 宗会 

第一節 宗議会及び参議会 

（宗会の地位） 

第二十二条 宗会は、本派の最高議決機関である。 

（宗会の構成） 

第二十三条 宗会は、宗議会と参議会の両議会で構成し、宗議会は僧侶たる議員で、参議

会は門徒たる議員で、それぞれ組織する。 

2 両議会の議員の定数及び選出の方法に関する事項は、条例でこれを定める。 

（議員の任期） 

第二十四条 宗議会議員の任期は四年とし、参議会議員の任期は三年とする。ただし、宗

議会が解散された場合、宗議会議員の任期は、その期間満了前に終了する。 

2 宗会の開会中に任期が満了する場合は、閉会まで在任する。 

3 補欠による議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（議員の発言） 

第二十五条 両議会の議員は、議会で行った演説、討論又は表決について、議会外で責任

を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行その他の方法で流布したときは、

この限りでない。 

（招集） 

第二十六条 宗会の常会は、毎年一回これを招集する。 

2 緊急の必要がある場合には、臨時会を招集する。 

3 両議会のいずれかの議員の半数以上の請求があったときは、内局は、宗会の招集を決定

しなければならない。 

（宗議会の解散） 

第二十七条 宗議会が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、宗議会議員の総選

挙を行い、その選挙の日から四十日以内に、宗会を招集しなければならない。 

2 宗議会が解散されたときは、参議会は、同時に閉会となる。 

（定足数と議決の方法） 

第二十八条 両議会は、それぞれの議員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決す

ることができない。 



2 両議会の議事は、この宗憲に特別の定めがある場合を除いては、それぞれ出席議員の過

半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会議公開の原則） 

第二十九条 両議会の会議は、公開とする。ただし、宗務総長の要求があったとき、又は

出席議員の半数以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。 

（議事録） 

第三十条 両議会は、それぞれの会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要

すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。 

（役員の選任） 

第三十一条 両議会は、それぞれ議長及び副議長各一人並びにその他の役員を選任する。 

（議案の発議） 

第三十二条 両議会は、それぞれ条例案を発議することができる。 

（条例案の先議・議決と公示） 

第三十三条 条例案は、さきに宗議会の議に付さなければならない。 

2 条例案は、両議会で可決したとき条例となる。ただし、宗議会で可決し、参議会で否決

するか又は宗議会の可決と異った議決をした場合には、条例に定める両会協議会の議に付

するものとし、その意見が宗議会の可決と一致したときは、参議会もこれを可決したもの

とみなし、その意見がこれと一致しないときは、更に宗議会の議に付し、その議決を両議

会の議決とみなす。 

3 参議会が、宗議会で可決した条例案を審議に付し、三日を経てなお議決しないときは、

参議会も宗議会の可決と同じ議決をしたものとみなす。 

4 内局は、両議会で可決した条例を、可決した日から二十日以内に、これを公示しなけれ

ばならない。 

（予算の先議と議決） 

第三十四条 予算は、さきに宗議会に提出しなければならない。 

2 予算を宗議会で可決し、参議会で否決するか又は宗議会の可決と異った議決をした場合

には、条例に定める両会協議会の議に付するものとし、その意見が宗議会の可決と一致し

たとき、又はその意見が一致しないときは、参議会もこれを可決したものとみなす。 

3 前条第三項の規定は、両議会の予算の議決にこれを準用する。 

（特別決議事項） 

第三十五条 宗教法人真宗大谷派規則及び内事章範を改正するには、宗議会及び参議会の

各議員の定数の過半数が出席した議会において、それぞれ三分の二以上の多数によって議

決しなければならない。 

（宗務の調査） 

第三十六条 両議会は、それぞれ宗務に関する調査を行い、これに必要な報告若しくは文

書の提出を宗務総長に要求することができる。 



（内局員の両議会への出席） 

第三十七条 宗務総長及び参務は、何時でも両議会に出席して発言することができ、答弁

又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 

（両議会及び両会協議会に関する条例） 

第三十八条 両議会の会議その他の手続及び内部規律に関する事項、並びに両会協議会に

関する事項は、それぞれ条例でこれを定める。 

第二節 参与会及び常務会 

（組織） 

第三十九条 宗議会に参与会、参議会に常務会を置く。 

2 参与会は、十人の参与会員で組織し、宗議会の議長・副議長及び宗議会において互選し

た者がこれに当る。 

3 常務会は、十人の常務会員で組織し、参議会の議長・副議長及び参議会において互選し

た者がこれに当る。 

4 参与会員及び常務会員は、議員の任期が終わっても、後任者が就任するまで在任する。 

（議長及び副議長） 

第四十条 参与会及び常務会の各議長・副議長は、それぞれ宗議会・参議会の議長・副議

長がこれに当る。 

（定足数と議決の方法） 

第四十一条 参与会及び常務会は、宗憲、規則及び条例で定める場合を除き、それぞれの

会員の半数以上の出席によって開き、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（参与会及び常務会の権限） 

第四十二条 参与会及び常務会は、次に掲げる事項を議決する。 

一 宗議会又は参議会から委任を受けた事項 

二 予算外の負担となる契約の締結に関する事項 

三 重要な財産の買入、処分及び保管の方法に関する事項 

四 緊急支出に関する事項 

五 この宗憲、条例及び宗教法人真宗大谷派規則に定める事項 

六 その他内局が提出した事項 

（議決事項の報告） 

第四十三条 参与会で議決した事項は次の宗議会に、常務会で議決した事項は次の参議会

に、それぞれ議長がこれを報告しなければならない。 

第六章 内局その他の機関 

第一節 内局 

（宗務執行の権限） 

第四十四条 宗務執行の権限は、内局に属する。 



（組織） 

第四十五条 内局は、宗務総長及び五人の参務でこれを組織する。 

2 参務は、本派の教師の中から、宗務総長がこれを任命する。 

3 宗務総長は、参務を罷免することができる。 

（代表役員） 

第四十六条 宗務総長は、宗教法人たる本派の代表役員となる。 

（連帯責任） 

第四十七条 内局は、宗務執行について、宗会に対し連帯して責任を負う。 

（宗務総長の指名） 

第四十八条 宗務総長は、本派の教師の中から、宗会が指名し、門首がこれを認証する。

この指名は、他のすべての議案に先だって、これを行う。 

2 第三十四条第二項及び第三十三条第三項の規定は、前項の両議会の宗務総長の指名にこ

れを準用する。 

（内局不信任と解散又は総辞職） 

第四十九条 内局は、宗議会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したと

きは、十日以内に宗議会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 

（内局総辞職） 

第五十条 宗務総長が欠けたとき、又は宗議会議員総選挙の後にはじめて宗会の招集があ

ったときは、内局は、総辞職をしなければならない。 

（総辞職後の内局の職務） 

第五十一条 前二条の場合には、内局は、あらたに宗務総長の指名が認証され及び参務が

任命されるまで引き続きその職務を行う。 

（宗務総長の職務） 

第五十二条 宗務総長は、内局を代表して、議案を宗会に提出し、宗務について宗会に報

告し、並びに職制によって宗務の各部を統理する。 

2 職制に関する事項は、条例でこれを定める。 

（内局の職務） 

第五十三条 内局は、一般宗務のほか、次の事務を行う。 

一 予算を作成して宗会に提出すること。 

二 宗憲及び条例の規定を実施するため、達令を制定すること。 

三 懲戒に処せられた者の減免及び復権を決定すること。 

（緊急達令） 

第五十四条 内局は、宗会閉会の場合において、宗会の議決を要する事項で特に緊急を要

するものについては、参与会及び常務会の議決を経て、緊急達令によってこれを執行する

ことができる。ただし、この緊急達令については、次の宗議会及び参議会のはじめに提出

して、その承認を求めなければならない。もし、その宗議会及び参議会でこれが承認され



ないときは、この緊急達令は将来に向ってその効力を失うものとし、宗務総長は、その旨

を公示しなければならない。 

2 第三十四条第二項及び第三十三条第三項の規定は、前項の両議会の承認にこれを準用す

る。 

第二節 董理院 

（董理院） 

第五十五条 宗義に関する重要事項を審議し、及び宗務総長の申報により宗義に関する言

説についての正否を判ずるため、董理院を置く。 

（董理の数及び任期） 

第五十六条 董理院は、董理十人以内で組織する。 

2 董理は、講師及び嗣講の中から宗務総長がこれを任命し、その任期は、四年とする。た

だし、再任を妨げない。 

（董理院に関する条例） 

第五十七条 董理院に関する事項は、条例でこれを定める。 

第三節 会計監査院 

（会計監査院） 

第五十八条 本派の財産の管理、歳入歳出の決算、金品の出納その他財務の状況を監査す

るため、会計監査院を置く。 

2 会計監査院に関する事項は、条例でこれを定める。 

第四節 宗務出張所 

（宗務出張所） 

第五十九条 政府その他中央の諸機関との連絡及び首都における施策の調整をはかるため、

東京都に東京宗務出張所を設ける。 

2 宗務出張所の職制に関する事項は、条例でこれを定める。 

第五節 地方宗務機関 

（教区） 

第六十条 地方の宗務を運営するため、全国を教区に分け、各教区に教務所長を置き、教

務所を設ける。 

2 特に必要な教区に、教務支所を設けることができる。 

（組） 

第六十一条 教区を組に分け、普通寺院、教会その他の所属団体をこれに分属させる。た

だし、別院は、教区又は開教区に所属させる。 

2 組に組長及び副組長若干人を置く。 

（教区会・組会・門徒会） 

第六十二条 教区に教区会並びに教区門徒会を置き、組に組会並びに組門徒会を置く。 

（紛議調停委員会） 



第六十三条 教区に紛議調停委員会を設け、宗務上の紛議について審査調停する。 

（開教区） 

第六十四条 開教を必要とする地に開教区を設け、これに開教監督を置き、開教監督部を

設ける。 

（地方宗務の運営） 

第六十五条 地方宗務機関は、宗会の議決に基づく宗務執行の方針に則り、地方の特性に

適応して、教学の振興と宗門の発展に寄与するよう努めなければならない。 

（地方宗務機関に関する条例） 

第六十六条 地方宗務機関に関する事項は、条例でこれを定める。 

第七章 審問院 

（審問院） 

第六十七条 本派に審問院を置く。 

（審問院の権限） 

第六十八条 審問院は、本派の秩序を保持し、本派の規定による異議の申立及び係争又は

紛争に関する事項並びに僧侶の懲戒に関する事項について監察、提訴及び審決を行う。 

2 審問院に審問室及び監察室を置く。 

3 審問室は、僧侶の非違行為及び本派の規定による異議の申立の審問を司る。 

4 監察室は、僧侶の非違行為の容疑の監察、調査及び提訴並びに本派の秩序維持及び風紀

の取締に関する事項を司る。 

5 監察及び提訴の権限と審決の権限は、それぞれ独立の権限とする。 

（審問院長） 

第六十九条 審問院には、審問院長一人を置く。 

2 審問院長は、本派の教師の中から、宗議会の同意を得た者について、内局がこれを指名

する。 

（審問院に関する条例） 

第七十条 審問院の組織及び審問手続に関する事項は、条例でこれを定める。 

第八章 本派に属する寺院及び教会 

（寺院及び教会の任務） 

第七十一条 本派に属する寺院及び教会は、堂宇を備え、本尊を安置し、教法を宣布し、

儀式を執行し、その他教化に必要な事業を行う。 

（寺院の種別） 

第七十二条 寺院を分けて、別院及び普通寺院とする。 

（別院の住職） 

第七十三条 別院に住職一人を置き、門首がこれに当る。ただし、門首以外の者を住職と

することができる。 

（輪番） 



第七十四条 別院に輪番一人を置く。 

2 輪番は、住職の職務を代掌し、宗教法人たる別院の代表役員となる。 

（普通寺院の住職及び教会主管者） 

第七十五条 普通寺院に住職、教会に教会主管者それぞれ一人を置く。 

2 住職又は教会主管者は、普通寺院又は教会を主管し、宗教法人たる普通寺院又は教会の

代表役員となる。 

3 住職又は教会主管者に事故あるときは、代務者を置く。 

4 住職、教会主管者及びこれらの代務者は、教師の中からこれを任命する。 

（住職及び教会主管者の任務） 

第七十六条 住職及び教会主管者は、門徒の教化と僧侶及び寺族の指導に当り、寺院及び

教会の興隆発展に努めなければならない。 

（寺院及び教会に関する条例） 

第七十七条 寺院及び教会並びに住職、教会主管者及びこれらの代務者に関する事項は、

条例でこれを定める。 

（寺籍簿） 

第七十八条 宗務所に寺籍簿を備え、寺院、教会の名称、所在地その他必要な事項を記載

する。 

第九章 僧侶及び門徒 

第一節 僧侶 

（僧侶の任務） 

第七十九条 得度式を受け、僧籍簿に登載された者を本派の僧侶という。 

2 僧侶は、佛祖に奉仕し、教法を研修宣布し、つねに真宗本廟崇敬の念をたもち、宗門並

びに寺院、教会の興隆に努めなければならない。 

（僧侶の所属） 

第八十条 僧侶は、寺院又は教会に所属する。ただし、門首、前門、新門、新新門及び連

枝については、別にこれを定める。 

（教師） 

第八十一条 僧侶であって、教師資格を具備する者を教師に補任する。 

2 僧侶及び教師に関する事項は、条例でこれを定める。 

第二節 門徒 

（門徒の任務） 

第八十二条 教法を聞信して真宗本廟に帰敬し、寺院又は教会に所属する者を本派の門徒

という。 

2 すべて門徒は、帰敬式を受け、宗門及び寺院、教会の護持興隆に努めなければならない。 

（総代の任務） 

第八十三条 門徒であって、衆望ある者の中から総代を定める。 



2 総代は、住職又は教会主管者をたすけ、寺院、教会の興隆発展に努めなければならない。 

（門徒及び総代に関する条例） 

第八十四条 門徒及び総代に関する事項は、条例でこれを定める。 

第十章 教化及び学事 

（教化の本旨） 

第八十五条 本派の教化は、宗祖聖人によって開顕された教法を明らかにし、自信教人信

の実を挙げることを本旨とする。 

（学事と教育のための施設） 

第八十六条 本派は、学事及び教育の振興をはかるため、学校、安居、学院、道場その他

の施設を設ける。 

（教育研修） 

第八十七条 本派は、僧侶、寺族及び門徒に対し、教育研修を行う。 

（学階） 

第八十八条 教師であって、学事上資格のある者に対し、学階を授与する。 

（教化及び学事に関する条例） 

第八十九条 教化及び学事に関する事項は、条例でこれを定める。 

第十一章 褒賞及び懲戒 

（褒賞） 

第九十条 本派に貢献し、又は社会に寄与した者に対し、褒賞を授与する。 

2 褒賞に関する事項は、条例でこれを定める。 

（懲戒） 

第九十一条 僧侶で非違行為のある者については、その軽重に応じてこれを懲戒する。 

2 懲戒に関する事項は、条例でこれを定める。 

第十二章 財務 

第一節 財産及び経費 

（財産の種別） 

第九十二条 本派の財産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。 

（経費の支弁） 

第九十三条 本派の経費は、次に掲げる収入をもってこれを支弁する。 

一 冥加金 

二 賦課金 

三 礼金 

四 相続講金 

五 同朋会員志金 

六 懇志金 

七 回付受金 



八 前各号以外の収入 

第二節 財政 

（財政の処理） 

第九十四条 本派の財政は、両議会の議決に基づいて、これを処理しなければならない。 

（予算の議決） 

第九十五条 内局は、毎会計年度の予算を作成し、宗会に提出して、その審議を受け議決

を経なければならない。ただし、両議会は、予算科目を発案し、又は原案の歳入歳出の金

額を増加することができない。 

（宗費賦課の議決） 

第九十六条 あらたに宗費を賦課し、又は現行の宗費の賦課を変更するためには、両議会

の議決を経なければならない。 

（予備費） 

第九十七条 予算の不足を補い、又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設

けることができる。 

2 予備費は、内局の責任でこれを支出する。 

（決算の承認） 

第九十八条 収入支出の決算は、すべて毎年会計監査院の監査報告書を添えて、これを宗

会に提出しなければならない。 

（財務に関する条例） 

第九十九条 財務に関する事項は、条例でこれを定める。 

第十三章 改正 

（改正の手続） 

第百条 この宗憲の改正は、宗務総長が両議会に提出し、その議決を経なければならない。 

2 宗議会議員の定数の過半数又は参議会議員の定数の過半数が、宗務総長に対して宗憲改

正案を発議し、その提出を請求したときは、宗務総長は、その改正案を提出しなければな

らない。 

第百一条 この宗憲の改正は、宗議会及び参議会の各議員の定数の三分の二以上が出席し

た議会において、それぞれ四分の三以上の多数によって議決しなければならない。 

2 宗憲改正について前項の議決を経たときは、門首は、第十七条による進達の日から二十

日以内にこれを公示しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

1 この宗憲は、公布の日から施行する。 

（経過規定（一）―宗議会及び参与会の地位） 

2 この宗憲施行の際、現に存する宗議会及び参与会は、この宗憲に定める宗会の宗議会及

び参与会とみなし、現に在職する宗議会議員、宗議会議長及び副議長並びに参与会員は、



この宗憲による宗会の宗議会議員、宗議会議長及び副議長並びに参与会員とみなす。 

（経過規定（二）―参議会未成立の間の門徒評議員会の地位） 

3 この宗憲施行の際、参議会がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、従前

の門徒評議員会がこの宗憲に定める宗会の参議会の権限を行うものとし、従前の門徒評議

員は、なおその地位にあるものとする。この場合、門徒評議員会の会議の成立及び議決に

ついては、第二十八条、第三十五条及び第百一条第一項の規定にかかわらず門徒評議員会

条例の定めるところによる。 

（経過規定（三）―常務会未成立の間の常務員会の地位） 

4 この宗憲施行の際、参議会の常務会がまだ成立していないときは、その成立するまでの

間、従前の門徒評議員会の常務員会がその権限を行うものとし、従前の常務員が常務会員

の職務を行う。 

（経過規定（四）―宗教法人「本願寺」に関する特例） 

5 この宗憲施行の際、現に存する宗教法人「本願寺」の規則変更並びに合併の手続は、第

二十八条、第三十五条及び第四十一条の規定にかかわらず、当該規則の定めるところによ

る。 

（経過規定（五）―廃止する条例） 

6 本山寺法（一九五二年条例第五十号）、管長推戴条例（一九四七年条例第五号）、侍董寮

条例（一九五三年条例第五十五号）は、この宗憲施行の日から廃止する。 

（経過規定（六）―条例の効力） 

7 この宗憲施行の際、現に施行されている条例その他の宗門法規は、その名称にかかわら

ず、この宗憲又は宗教法人「真宗大谷派」規則に抵触しない限り、この宗憲施行の日から

五年間、遵由の効力を有する。 

（経過規定（七）―門首） 

8 この宗憲に定める門首は、従前の法主であった者が、これに就任したものとみなす。 

（経過規定（八）―役職員、地位、身分及び称号） 

9 この宗憲施行の際、現に在職する宗務総長、参務、審問院長その他の宗務役員並びに地

位、身分及び称号を有するものであって、この宗憲に抵触しないものについては、この宗

憲施行のため、当然その地位、身分及び称号を失わない。 

（経過規定（九）―褒賞） 

10 この宗憲施行の際、現に授与されている褒賞は、この宗憲による褒賞とみなす。 

（経過規定（十）―係属事件及び審決） 

11 この宗憲施行の際、現に審問院に係属中の事件及び既判の審決その他の処分は、それ

ぞれこの宗憲によるものとみなす。 

附 則（一九八六年三月一一日宗憲公示第一号） 

1 この改正宗憲は、公示の日から施行する。 

2 この改正宗憲施行の際、現に在職する参議会議員の任期は、従前の規定にかかわらず一



九八六年四月三十日をもって満了する。 

3 この改正宗憲施行により、最初に選挙される参議会議員の任期は、第二十四条第一項の

規定にかかわらず二年とし、その始期は、一九八六年五月一日から起算する。 

4 真宗大谷派宗憲（一九八一年宗達第三号）附則第七項に定める遵由の効力の期限は、一

九九一年六月三十日まで延長する。 



宗教法人「真宗大谷派」規則 

（一九五二年三月二十八日文部大臣認証） 

 

変更 ①一九五四・ 六・一〇認証 

   ②一九六三・一〇・一二認証 

   ③一九六四・ 八・一三認証 

   ④一九八〇・一二・ 八認証 

   ⑤一九八一・ 八・一八認証 

   ⑥一九八五・一〇・一一認証 

   ⑦一九八六・ 三・二六認証 

   ⑧一九八七・一二・一四認証 

   ⑨一九九七・一〇・一三認証 

 

第一章 総則 

（名称） 

第一条 この宗門は、宗教法人法による宗教法人であって、「真宗大谷派」という。 

（事務所の所在地） 

第二条 この宗教法人（以下「法人」という。）の事務所は、真宗大谷派宗務所（以下「宗

務所」という。）と称し、京都市下京区烏丸通七条上る常葉町七百五十四番地に置く。 

（目的） 

第三条 この法人は、この宗門の最高規程たる真宗大谷派宗憲（以下「宗憲」という。）に

より、宗祖親鸞聖人の真影を安置する真宗本廟（本願寺とも称する。）を中心とし、立教

開宗の精神に則り、教法を宣布し、儀式を執行し、その他教化に必要な施策を行い、もっ

て同朋社会を実現することを目的として、寺院及び教会を包括し、堂宇その他の財産を管

理し、財務その他の業務及び事業を行う。 

（公告の方法） 

第四条 この法人の公告は、宗務所の掲示場に十日間掲示し、及び機関誌「真宗」に一回

掲載して行う。 

第二章 役員その他の機関 

第一節 代表役員及び責任役員 

（員数） 

第五条 この法人には、六人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。 

（代表役員の資格及び選任） 

第六条 代表役員は、宗憲に定めるところにより、この宗門の宗務総長の職にある者をも

って充てる。 

2 宗務総長は、宗憲に定めるところにより、教師の中から宗会がこれを指名する。 



（責任役員の資格及び選任） 

第七条 代表役員以外の責任役員は、宗憲に定めるところにより、この宗門の参務の職に

ある者をもって充てる。 

2 参務は、宗憲に定めるところにより、教師の中から宗務総長がこれを任命する。 

（代表役員の職務権限） 

第八条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。 

（責任役員会及びその職務権限） 

第九条 責任役員は、責任役員会を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。 

一 予算の編成 

二 決算の作成 

三 歳計剰余金の処理 

四 特別財産及び基本財産の設定及び変更 

五 不動産及び重要な動産に係る取得、処分、その他重要な行為 

六 主要な境内建物の新築、改築、増築、模様替え及び用途変更等 

七 境内地の模様替え及び用途変更等 

八 事業の管理及び運営 

九 この規則の変更 

十 合併及び解散並びに残余財産の処分 

十一 その他この規則に定める事項 

十二 この法人の事務のうち、代表役員が必要と認める事項 

2 責任役員会は、代表役員が招集する。 

3 責任役員会の議事は、責任役員の定数の全員の出席によって開き、その全員の同意によ

ってこれを決する。ただし、責任役員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ

同意の意思表示をした者は、これを出席して当該付議事項について同意したものとみなす。 

第二節 代務者 

（置くべき場合） 

第十条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。 

一 代表役員又は責任役員が、死亡その他の事由によって欠けた場合において、速やかに

その後任者を選ぶことができないとき。 

二 代表役員又は責任役員が、病気、長期旅行その他の事由によって三月以上その職務を

行うことができないとき。 

（資格及び選任） 

第十一条 代表役員の代務者は、代表役員があらかじめ責任役員会に諮って指名した責任

役員をこれに充てる。 

2 責任役員の代務者は、代表役員又はその代務者がこの宗門の宗務役員（以下「宗務役員」

という。）の中から責任役員会に諮って指名する。 



（職務権限） 

第十二条 代務者は、代表役員又は当該責任役員に代わって、その職務の全部を行う。 

2 代務者は、その置くべき事由がなくなったときは、当然その職を退くものとする。 

第三節 仮代表役員及び仮責任役員 

（選定） 

第十三条 代表役員又は代表役員代務者は、この法人と利益が相反する事項については、

代表権を有しない。この場合においては、代表役員又は代表役員代務者以外の責任役員の

互選により、仮代表役員を選定しなければならない。 

2 責任役員又は責任役員代務者は、その責任役員又は責任役員代務者と特別の利害関係が

ある事項については、議決権を有しない。この場合においては、当該責任役員又は責任役

員代務者以外の責任役員の合議により、その議決権を有しない責任役員又は責任役員代務

者の員数だけ、宗務役員の中から仮責任役員を選定しなければならない。 

（職務権限） 

第十四条 仮代表役員又は仮責任役員は、前条に規定する事項について当該代表役員又は

責任役員若しくはその代務者に代わってその職務を行う。 

第四節 内局 

（組織及び職務権限） 

第十五条 内局は、宗憲に定めるところにより、宗務総長及び五人の参務で組織する。 

2 内局は、この規則に定める責任役員の職務を行うほか、宗憲に定めるこの宗門の宗務を

行う。 

第五節 役員の辞任及び解任 

（辞任及び解任） 

第十六条 代表役員及び責任役員は、宗憲に定めるところにより、次の各号の一に該当す

るときは、辞任しなければならない。 

一 内局が、宗議会で不信任の決議案を可決され、又は信任の決議案を否決された場合に

おいて、十日以内に宗議会が解散されないとき。 

二 宗議会議員総選挙の後はじめて宗会が招集されたとき。 

三 宗務総長が欠けたとき。 

2 代表役員以外の責任役員は、宗憲に定めるところにより、参務を罷免されたときは、当

然責任役員を解任されたものとする。 

（辞任後の職務） 

第十七条 代表役員及び責任役員は、辞任後でも、後任の代表役員及び責任役員が就任す

る時まで、なおその職務を行うものとする。 

第六節 宗会 

（組織、議員の選出及び任期） 

第十八条 この法人に宗会を置き、宗会は、宗憲に定めるところにより、僧侶の中から選



出された議員六十五人以内で組織する宗議会と、門徒の中から選出された議員六十五人以

内で組織する参議会の両議会で構成する。 

2 宗議会議員の任期は、四年とし、参議会議員の任期は、三年とする。ただし、補欠議員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 宗議会が解散された場合、宗議会議員の任期は、その期間満了前に終了する。 

4 宗会が開会中に議員の任期が満了する場合は、閉会まで在任する。 

（招集） 

第十九条 宗会は、宗憲に定めるところにより、毎年一回招集する。ただし、内局が必要

があると認めたときは、臨時にこれを招集することができる。 

2 両議会のいずれかの議員の半数以上の請求があったときは、内局は、その招集を決定し

なければならない。 

（議事） 

第二十条 宗議会及び参議会は、それぞれの議員の半数以上が出席しなければ議事を開き、

議決することができない。 

2 宗議会及び参議会の議事は、宗憲又はこの規則に別段の定めがある場合を除き、出席議

員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

3 宗議会で可決し、参議会でこれと異った議決をした議案については、宗憲に定めるとこ

ろにより、両会協議会の議にこれを付さなければならない。 

（議決事項） 

第二十一条 宗会は、次の各号に掲げる事項を議決する。 

一 予算 

二 決算の承認 

三 この規則の変更、合併又は解散 

四 宗憲又はこの規則に定める事項 

五 前各号のほか、宗務総長が提出した議案、その他この宗門の条例に定める事項 

第七節 参与会及び常務会 

（組織） 

第二十二条 この法人に参与会及び常務会を置く。 

2 参与会は、宗憲に定めるところにより、十人の参与会員で組織し、宗議会の議長・副議

長及び宗議会において互選した者がこれに当たる。 

3 常務会は、宗憲に定めるところにより、十人の常務会員で組織し、参議会の議長・副議

長及び参議会において互選した者がこれに当たる。 

4 参与会員又は常務会員は、宗議会又は参議会の議員の任期が終わっても、後任者が就任

する時まで引き続きその職務を行う。 

5 責任役員は、参与会員になることができない。 

（招集） 



第二十三条 参与会及び常務会は、宗務総長が招集する。 

（議事） 

第二十四条 参与会及び常務会の議事は、宗憲又はこの規則に別段の定めがある場合を除

き、それぞれの会員の定数の半数以上の出席によって開き、出席者の過半数でこれを決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（議決事項） 

第二十五条 参与会及び常務会は、次の各号に掲げる事項を議決する。 

一 宗議会又は参議会から委任を受けた事項 

二 予算外の負担となる契約の締結に関する事項 

三 重要な財産の買入、処分及び保管の方法に関する事項 

四 緊急支出に関する事項 

五 宗憲、この規則又は条例に定める事項 

六 その他宗務総長が提出した事項 

第八節 会計監査院 

（設置） 

第二十六条 この法人の財産の管理、歳入歳出の決算、金品の出納その他財務の状況を監

査するため、宗憲に定めるところにより、この法人に会計監査院を置く。 

（組織及び任期） 

第二十七条 会計監査院に院長及び検査員若干人を置く。 

2 院長は、参与会及び常務会の同意を得て、宗務総長がこれを任命する。 

3 検査員は、宗務総長が、院長の同意を得た者について、これを任命する。 

4 院長の任期は、四年とし、検査員の任期は、三年とする。ただし、それぞれ再任を妨げ

ない。 

第三章 この法人が包括する寺院及び教会 

第一節 通則 

（寺院及び教会の種類） 

第二十八条 この法人が包括する寺院及び教会は、宗憲に定めるところにより、別院、普

通寺院及び教会とする。 

（承認を要する事項） 

第二十九条 この法人が包括する寺院又は教会が次の各号に掲げる行為をしようとすると

きは、この法人の代表役員たる宗務総長の承認を受けなければならない。 

一 宗教法人となること。 

二 規則を変更すること。 

三 合併又は解散をすること。 

四 財産の処分等について、当該寺院又は教会の規則において、宗務総長の承認を必要と

するものと定められた事項 



2 宗教法人がこの法人と被包括関係を設定しようとするときは、この法人の代表役員たる

宗務総長の承認を受けなければならない。 

第二節 別院 

（別院） 

第三十条 別院は、枢要の地若しくは開教上必要のある地に、又は由緒によりこれを設け、

その地方の弘教の中心とする。 

（代表役員及びその代務者） 

第三十一条 別院の代表役員は、宗憲に定めるところにより、当該別院の輪番の職にある

者をもってこれに充てる。 

2 輪番は、教師の中から宗務総長がこれを任命する。 

3 別院の代表役員代務者は、教師の中から宗務総長がこれを任命する。 

（責任役員及びその代務者） 

第三十二条 別院の代表役員以外の責任役員及び責任役員代務者は、宗務総長がこれを任

命する。 

（仮代表役員及び仮責任役員） 

第三十三条 別院の仮代表役員及び仮責任役員は、他の責任役員の合議により選定した者

について、常議員会の議決を経て、宗務総長の承認した者をもってこれに充てる。 

（院議会） 

第三十四条 別院に院議会を置き、輪番が選定した院議会議員で組織する。 

2 院議会は、当該別院の規則及びこの宗門の規程たる別院条例に定める事項を議決する。 

（常議員会） 

第三十五条 別院に常議員会を置き、院議会議員が互選した常議員で組織する。 

2 常議員会は、当該別院の規則及び別院条例に定める事項を議決するほか、院議会から委

任を受けた事項及び緊急の事項その他輪番が提出した事項を議決する。 

（設置、移転、合併及び解散） 

第三十六条 別院の設置、移転、合併及び解散は、宗会の議決を経て、宗務総長がこれを

定める。 

（備付書類及び帳簿） 

第三十七条 別院の事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備え、これらを整備しなけれ

ばならない。 

一 規則及び認証書 

二 由緒、沿革の記録及び法宝物台帳並びに過去帳 

三 境内地及び境内建物の明細書及び図面 

四 代表役員及び責任役員並びにこれらの代務者の名簿、職員名簿、院議会議員及び常議

員並びに監事の名簿 

五 門徒名簿 



六 予算書及び決算書並びに財産目録及び収支計算書 

七 責任役員会、院議会及び常議員会の議事に関する書類及び事務処理簿 

八 公益事業及びその他の事業並びに所属団体に関する書類及び帳簿 

九 財務に関する書類及び帳簿 

十 その他必要と認める書類及び帳簿 

第三節 普通寺院及び教会 

（代表役員） 

第三十八条 普通寺院（以下本節において「寺院」という。）又は教会の代表役員は、宗憲

に定めるところにより、当該寺院の住職又は教会の教会主管者の職にある者をもってこれ

に充てる。 

（責任役員） 

第三十九条 寺院又は教会の代表役員以外の責任役員は、次の各号に掲げる者とする。 

一 当該寺院又は教会に僧籍を有する者の中からその代表役員が総代の同意を得て選定

した者 

二 総代が選定した者 

2 前項第一号の規定によって責任役員を選定する場合において、当該寺院又は教会に僧籍

を有する者がないとき、又はその僧籍を有する者の中から選定することができないときは、

代表役員は、総代の同意を得て、他の者を選定することができる。 

3 代表役員以外の責任役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の責任役員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

4 後任の責任役員は、現任者の任期満了一月前までに選定しなければならない。 

（代表役員代務者） 

第四十条 寺院又は教会の代表役員代務者は、当該寺院の住職代務者又は教会の教会主管

者代務者の職にある者をもってこれに充てる。 

（責任役員代務者） 

第四十一条 寺院又は教会の代表役員以外の責任役員の代務者は、当該責任役員以外の責

任役員及び総代の同意を得て、代表役員がこれを選定する。 

（仮代表役員） 

第四十二条 寺院又は教会の仮代表役員は、他の責任役員及び総代の合議によって選定す

る。 

2 前項の規定によることができないときは、当該寺院又は教会を管轄する教務所長の職に

ある者をもってこれに充てる。 

（仮責任役員） 

第四十三条 寺院又は教会の仮責任役員は、当該責任役員以外の責任役員及び総代の合議

によって選定する。 

（総代の員数及び任期） 



第四十四条 寺院又は教会には、三人以上の総代を置かなければならない。 

2 第三十九条第三項及び同第四項の規定は、総代にこれを準用する。 

（総代の職務権限） 

第四十五条 寺院又は教会の総代は、責任役員に協力して、当該寺院又は教会の興隆に努

めなければならない。 

（総代の同意） 

第四十六条 第二十九条に規定する宗務総長の承認を要する事項その他重要な事項につい

ては、当該寺院又は教会の総代の同意を得なければならない。 

2 総代は、当該寺院又は教会の業務について、勧告及び助言をすることができる。 

（備付書類及び帳簿） 

第四十七条 寺院及び教会の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え、これらを

整備しなければならない。 

一 規則及び認証書 

二 代表役員、責任役員、所属僧侶、総代、門徒及び寺族に関する名簿 

三 財産目録及び収支計算書 

四 責任役員及び総代の会議の議事録並びに事務処理簿 

五 過去帳及び由緒沿革を示す書類 

六 事業を行う場合におけるその事業に関する書類 

七 その他重要事項の記録 

第四章 財務 

第一節 財産及び管理 

（財産の種別） 

第四十八条 この法人の財産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。 

2 特別財産は、法宝物又は宝物として設定した財産とする。 

3 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。 

一 境内地、境内建物その他の不動産の中から基本財産として設定したもの。 

二 有価証券、預金及び現金の中から基本財産として設定したもの。 

4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産、基本財産から生ずる果実並びに一般の

収入とする。 

（特別財産及び基本財産の設定及び変更） 

第四十九条 特別財産又は基本財産の設定又は変更をしようとするときは、責任役員会並

びに宗議会及び参議会の議決を経なければならない。 

（管理の定則） 

第五十条 現金は、不動産又は確実な有価証券に替え、若しくは信託にし、信用ある銀行

等に預けて保管しなければならない。 

2 不動産は、取得又は異動の都度、速やかに必要な登記をしなければならない。 



3 不動産は、これを担保に供することができない。 

（特別財産） 

第五十一条 特別財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。 

（基本財産） 

第五十二条 基本財産は、これを譲渡、交換、貸与、出資の目的若しくは私権の設定等の

処分をし、又は担保に供し、並びにその用途を変更し、及びこの法人の目的以外の使用を

させることができない。ただし、その用途及びこの法人の目的を妨げない限度において、

緊急の必要に基づく場合又は軽微のものであってかつ一時使用に係るものである場合は、

これを貸与し、その用途を変更し、又はこの法人の目的以外の使用をさせることができる。 

（普通財産） 

第五十三条 普通財産たる不動産について、これを譲渡、交換、貸与、出資の目的若しく

は私権の設定等の処分をし、又はこの法人の目的以外の使用をさせようとするときは、責

任役員会並びに参与会及び常務会の議決を経て、その行為の少なくとも一月前に、利害関

係人に対してその行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。ただし、この法

人の目的を妨げない限度において、緊急の必要に基づく場合又は軽微のものであってかつ

一時使用に係るものである場合において、これを貸与し、又はこの法人の目的以外の使用

をさせようとするときは、この限りでない。 

2 前項本文に規定する行為をしたときは、次の宗議会及び参議会に提出して、その承諾を

求めなければならない。 

（模様替等） 

第五十四条 次に掲げる行為をしようとするときは、責任役員会並びに参与会及び常務会

の議決を経て、その行為の少なくとも一月前に、利害関係人に対してその行為の要旨を示

してその旨を公告しなければならない。ただし、その行為が当該不動産について、その用

途及びこの法人の目的を妨げない限度において、緊急の必要に基づく場合又は軽微のもの

であってかつ一時使用に係るものである場合は、この限りでない。 

一 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをすること。 

二 境内地の著しい模様替えをすること。 

2 前項本文に規定する行為をしたときは、次の宗議会及び参議会に提出して、その承諾を

求めなければならない。 

（借入及び保証の禁止） 

第五十五条 この法人は、借入又は保証をすることができない。 

2 国又は国に代わる機関から借り入れるものであって、責任役員会並びに宗議会及び参議

会の議決を経て、その行為の少なくとも一月前に、利害関係人に対してその行為の要旨を

示してその旨を公告したとき、又は当該会計年度内で償還する一時の借入であって、責任

役員会並びに参与会及び常務会の議決を経たときは、前項の限りでない。 

（財産目録等の作成） 



第五十六条 この法人は、毎会計年度終了後三月以内に、財産目録及び収支計算書並びに

貸借対照表を作成しなければならない。 

第二節 予算及び決算 

（予算の編成） 

第五十七条 この法人の歳入及び歳出は、毎会計年度予算をもって定める。 

2 予算は、すべての収入を歳入とし、すべての支出を歳出として編成しなければならない。 

3 当該年度の歳出予算は、他の年度の支出に充てることができない。 

（予算の区分） 

第五十八条 予算は、経常及び臨時の二部に分け、それぞれこれを款項に区分し、歳入の

性質及び歳出の目的を明示しなければならない。 

2 臨時部の歳出は、経常部の歳入をもって充てることができる。 

（予備費の設定及び支出） 

第五十九条 予算の不足を補い、又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設

けることができる。 

2 予備費は、内局の責任でこれを支出する。 

（補正予算） 

第六十条 やむを得ない事由があるときは、補正予算を編成することができる。 

（予算の議決） 

第六十一条 予算は、宗議会及び参議会の議決を経なければならない。ただし、宗議会及

び参議会は、予算科目を発案し、又は原案の歳入歳出の金額を増加することができない。 

（予算不成立の場合） 

第六十二条 予算が成立しなかったときは、前年度予算を施行する。 

（決算の承認） 

第六十三条 歳入及び歳出の決算は、翌年度の宗議会及び参議会に提出し、その承認を得

なければならない。 

2 前項の決算には、財産目録、収支計算書、貸借対照表及び会計監査院の監査報告書を添

付しなければならない。 

第三節 経理 

（経費の支弁） 

第六十四条 この法人の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。 

一 冥加金 

二 賦課金 

三 礼金 

四 相続講金 

五 同朋会員志金 

六 懇志金 



七 回付受金 

八 その他の収入 

（宗費の賦課） 

第六十五条 新たに宗費を賦課し、又は宗費の賦課を変更しようとするときは、宗議会及

び参議会の議決を経なければならない。 

（会計年度） 

第六十六条 この法人の会計年度は、毎年七月一日に始まり、翌年六月三十日に終わるも

のとする。 

（出納事務） 

第六十七条 会計年度に属する出納は、当該年度終了後三月以内に、その事務は、当該年

度終了後五月以内に完結しなければならない。 

（特別会計の設定） 

第六十八条 特別の必要があるときは、宗議会及び参議会の議決を経て、特別会計を設定

することができる。 

（歳計剰余金の処理） 

第六十九条 歳計に剰余を生じたときは、その半額は平衡資金として保管し、他の半額は

翌年度の歳入に繰り入れるものとする。 

（平衡資金） 

第七十条 歳計の不足を補うため平衡資金を設ける。 

2 平衡資金は、歳計に不足を生じた場合を除くほか、支出することができない。ただし、

特別の必要があるときは、参与会及び常務会の議決を経て、臨時にその一部又は全部を融

通することができる。 

3 本派の将来的展望に立った重大な事業を推進するため、これに必要な資金が大幅に不足

し、その財源確保が困難であるときは、宗議会及び参議会の各議員の定数の過半数が出席

した議会において、それぞれ三分の二以上の多数による議決を得た場合に限り、前二項の

規定にかかわらず、平衡資金の一部又は全部を使用することができる。 

（保管金） 

第七十一条 次に掲げる金員は、保管金としてこれを保管しなければならない。 

一 交付する金員で保留しているもの。 

二 支出の確定した金員で一時保留しているもの。 

三 保証金として領置しているもの。 

四 その他この規則又は条例に定めるもの。 

（別途会計） 

第七十二条 平衡資金及び保管金については、別途会計として、毎年度末に計算書及び保

管の方法を示す書類を作成し、会計監査院の監査を経て、翌年度の宗議会及び参議会に提

出し、その承認を得なければならない。 



第五章 事業 

（東大谷墓地の経営） 

第七十三条 この法人は、その目的達成に資するため、次の事業を行う。 

事業名 東大谷墓地事業 

業 種 墓地の経営 

所在地 京都市東山区粟田口東大谷山一番地 

      京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町五  百弐拾六番地 

2 前項の事業の管理運営については、別に定める。 

（会計の処理） 

第七十四条 前条の会計は、一般会計と区分して経理しなければならない。 

2 前条の事業から生じた剰余金は、当該事業及びこの法人のために使用しなければならな

い。 

第六章 備付書類及び帳簿 

（備付書類及び帳簿） 

第七十五条 この法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければな

らない。 

一 規則及び認証書 

二 責任役員及びその代務者、宗議会議員及び参議会議員並びに参与会員及び常務会員そ

の他諸機関の名簿 

三 予算書 

四 財産目録、貸借対照表及び収支計算書 

五 責任役員会、宗議会、参議会、参与会及び常務会の議事録並びに事務処理簿 

六 事業に関する書類及び帳簿 

七 その他重要事項の記録 

第七章 補則 

（規則の変更） 

第七十六条 この規則を変更しようとするときは、責任役員会の議決並びに宗議会及び参

議会の各議員の定数の過半数が出席した議会において、それぞれ三分の二以上の多数によ

る議決を経て、文部大臣の認証を受けなければならない。 

（合併） 

第七十七条 この法人が合併しようとするときは、前条と同様とする。 

（解散） 

第七十八条 この法人が解散しようとするときは、責任役員会の議決並びに宗議会及び参

議会の各議員の定数の三分の二以上が出席した議会において、それぞれ四分の三以上の多

数による議決を経て、文部大臣の認証を受けなければならない。 

（残余財産の帰属） 



第七十九条 この法人が解散した場合における残余財産は、責任役員会の議決並びに宗議

会及び参議会の各議員の定数の三分の二以上が出席した議会において、それぞれ四分の三

以上の多数による議決を経て、公益法人又は国若しくは地方公共団体に帰属する。 

（宗憲及び規則の尊重） 

第八十条 この法人に属する寺院、教会、僧侶及び門徒は、宗憲及びこの規則を遵守し、

かつこの宗門の護持発展に努めなければならない。 

附 則 

1 この規則は、この法人の設立の登記をした日から施行する。 

2 従前の規則の規定は、宗教法人法附則第三項の宗教法人に該当する寺院及び教会につい

ては、この規則施行後もなおその効力を有する。 

附 則 

 この規則は、文部大臣の規則変更の認証書の交付を受けた日（一九六四年八月十三日）

から施行する。 

附 則 

 この規則は、文部大臣の規則変更の認証書の交付を受けた日（一九八〇年十二月八日）

から施行する。 

附 則 

1 この規則は、文部大臣の規則変更の認証書の交付を受けた日（一九八一年八月十八日）

から施行する。 

2 この法人が包括する法人の規則中、真宗大谷派の管長の職務に属する事項は、真宗大谷

派の宗務総長が行うものとする。 

3 この規則施行の際、現に存する宗議会及び参与会は、この規則に定める宗会の宗議会及

び参与会とみなし、現に在職する宗議会議員、宗議会議長及び副議長並びに参与会員は、

この規則による宗会の宗議会議員、宗議会議長及び副議長並びに参与会員とみなし、その

任期は、一九八一年十二月十一日までとする。 

4 この規則施行の日から参議会が成立するまでの間、従前の門徒評議員会がこの規則に定

める宗会の参議会の権限を行うものとし、従前の門徒評議員は、なおその地位にあるもの

とする。この場合、門徒評議員会の会議の成立及び議決については、なお従前の例による。 

5 この規則施行の日から参議会の常務会が成立するまでの間、従前の門徒評議員会の常務

員会がその権限を行うものとし、従前の常務員が常務会員の職務を行う。 

附 則 

 この規則は、文部大臣の規則変更の認証書の交付を受けた日（一九八五年十月十一日）

から施行する。 

附 則 

1 この規則は、文部大臣の規則変更の認証書の交付を受けた日（一九八六年三月二十六日）

から施行する。 



2 この規則施行の際、現に在職する参議会議員の任期は、従前の規定にかかわらず一九八

六年四月三十日をもって満了する。 

3 この規則施行により、最初に選挙される参議会議員の任期は、第十四条第二項の規定に

かかわらず二年とし、その始期は、一九八六年五月一日から起算する。 

附 則 

1 この規則は、合併の登記をした日（一九八七年十二月十六日）から施行する。 

2 この規則施行の際、現に宗教法人「本願寺」が特別財産として設定している財産及び基

本財産として設定している財産は、この規則により、それぞれこの法人が特別財産として

設定した財産及び基本財産として設定した財産とみなす。 

3 この規則施行の際、現に宗教法人「本願寺」が普通財産として有する財産は、この規則

によるこの法人の普通財産とみなす。 

4 この規則施行の際、現に施行している宗教法人「本願寺」の予算は、この規則施行の日

の属する年度に限り第七十二条の規定にかかわらず別途会計として別途にこれを経理し、

当該年度末に生じた歳計の剰余又は不足は、この法人が処理する。 

5 前各項のほか、従前宗教法人「本願寺」が有したすべての権利及び義務は、この規則施

行の日から、この法人に帰属する。 

附 則 

 この規則の変更は、文部大臣の認証書の交付を受けた日（一九九七年十月十三日）から

施行する。 


